
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
九
号
）
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

 

改
正
案 

現
行 

 
 

第
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
三 

建
築
物
（
共
同
住
宅
等
を
除
く
。）
に
関
す
る
整
備
基
準
（
都
市
施
設
）（
第
五

条
関
係
） 整

備
項
目 

整 
 

備 
 

基 
 

準 

一
か
ら
十
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

十

一

 

観

覧

席
・
客
席 

不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
観
覧
席
又
は
客
席
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
の
各
階
に
は
、
⑴
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
区
分
に
定
め
る
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部

分
を
⑶
に
掲
げ
る
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

⑴ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

ア 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
二
百
六
十
六
以
下
の
場

合 

二 

イ 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
二
百
六
十
六
を
超
え
る

場
合 

当
該
座
席
の
数
に
四
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
数

（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
上
げ
た
数
） 

（
削
る
） 

第
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で 

（
略
） 

 
 

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二 

（
略
） 

別
表
第
三 

建
築
物
（
共
同
住
宅
等
を
除
く
。）
に
関
す
る
整
備
基
準
（
都
市
施
設
）（
第
五

条
関
係
） 整

備
項
目 

整 
 

備 
 

基 
 

準 

一
か
ら
十
ま
で 

（
略
） 

十

一

 

観

覧

席
・
客
席 

不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢

者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る
観
覧
席
又
は
客
席
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

車
椅
子
の
転
回
に
支
障
が
な
い
こ
と
そ
の
他
の
車
椅
子
使
用

者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
⑴
に
掲
げ

る
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
に
定
め
る
数
以
上
の
⑵
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
場
所
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑴ 

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所

の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

ア 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
百
以
下

の
場
合 

二 

イ 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
百
を
超

え
、
二
百
以
下
の
場
合 

当
該
座
席
の
数
に
五
十
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
数
） 

ウ 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
二
百
を



   ⑵ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

ア
か
ら
エ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

オ 
各
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上

の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス
を
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分

の
横
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。 

カ 

二
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
横
に
隣
接
し
て
設

け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
車
椅
子
使
用
者
用
部
分

の
間
に
設
け
ら
れ
る
も
の
が
オ
の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス

の
み
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
は
、
隣

接
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

⑶ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

ア 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
を
超
え
る
場
合 

 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
（
⑵
オ
及
び
カ
の
規
定
に
よ

り
隣
接
さ
せ
た
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
を
除
く
。
）
の

う
ち
一
以
上
に
縦
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
千
を
超
え
る
場
合 

ア

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の

間
の
う
ち
一
以
上
に
横
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
横
通
路
に
接
し
て
複
数

の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
設
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
分

超
え
る
場
合 

当
該
座
席
の
数
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端

数
を
切
り
上
げ
た
数
）
に
二
を
加
え
た
数 

⑵ 

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所

の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

ア
か
ら
エ
ま
で 

（
略
） 

オ 

同
伴
者
用
の
座
席
又
は
ス
ペ
ー
ス
を
車
椅
子
使
用
者
が

円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
隣
接
し
て
設
け

る
こ
と
。 

（
新
設
） 

    （
新
設
） 

          



散
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

（
削
る
） 

  

㈡ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

十
二
か
ら
十
七

ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
四 

（
現
行
と
の
お
り
） 

別
表
第
五 

建
築
物
（
共
同
住
宅
等
を
除
く
。）
に
関
す
る
遵
守
基
準
（
特
定
都
市
施
設
）（
第

五
条
関
係
） 

整
備
項
目 

遵
守
基
準
と
す
べ
き
事
項 

一
か
ら
十
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

十

一 

観

覧

席
・
客
席 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障

害
者
等
が
利
用
す
る
観
覧
席
又
は
客
席
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
の
各
階
に
は
、
⑴
に
掲
げ
る
場
合
の
区

分
に
応
じ
、
当
該
区
分
に
定
め
る
数
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部

分
を
⑶
に
掲
げ
る
位
置
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

⑴ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

ア 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
二
百
六
十
六
以
下
の
場

合 

二 

イ 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
二
百
六
十
六
を
超
え
る

場
合 

当
該
座
席
の
数
に
四
百
分
の
三
を
乗
じ
て
得
た
数

 

㈡ 

車
椅
子
使
用
者
が
円
滑
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
所
は
、

観
覧
席
又
は
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
二
百
を
超
え
る
場
合

に
は
、
二
箇
所
以
上
に
分
散
し
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈢ 

（
略
） 

十
二
か
ら
十
七

ま
で 

（
略
） 

別
表
第
四 

（
略
） 

別
表
第
五 

建
築
物
（
共
同
住
宅
等
を
除
く
。）
に
関
す
る
遵
守
基
準
（
特
定
都
市
施
設
）（
第

五
条
関
係
） 

整
備
項
目 

遵
守
基
準
と
す
べ
き
事
項 

一
か
ら
十
ま
で 

（
略
） 

十

一 

観

覧

席
・
客
席 

不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
し
、
又
は
主
と
し
て
高
齢
者
、
障

害
者
等
が
利
用
す
る
観
覧
席
又
は
客
席
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

⑴
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
区
分
に
定
め
る
数
以

上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

⑴ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
数
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

ア 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
以

下
の
場
合 

二 

イ 

当
該
観
覧
席
又
は
客
席
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
を

超
え
る
場
合 

当
該
座
席
の
数
に
二
百
分
の
一
を
乗
じ
て



（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
上
げ
た
数
） 

⑵ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

ア
か
ら
エ
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

オ 

各
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
以
上

の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス
を
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分

の
横
に
隣
接
し
て
設
け
る
こ
と
。 

カ 

二
以
上
の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
横
に
隣
接
し
て
設

け
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
車
椅
子
使
用
者
用
部
分

の
間
に
設
け
ら
れ
る
も
の
が
オ
の
同
伴
者
用
の
ス
ペ
ー
ス

の
み
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
は
、
隣

接
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。 

 

⑶ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
位
置
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

 
 

ア 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
四
百
を
超
え
る
場
合 

 

 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
（
⑵
オ
及
び
カ
の
規
定
に
よ
り

隣
接
さ
せ
た
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
間
を
除
く
。）
の
う

ち
一
以
上
に
縦
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ
と
。 

 
 

イ 

当
該
階
に
設
け
る
座
席
の
数
が
千
を
超
え
る
場
合 

ア

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の

間
の
う
ち
一
以
上
に
横
通
路
が
存
す
る
よ
う
分
散
す
る
こ

と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
一
の
横
通
路
に
接
し
て
複
数

の
車
椅
子
使
用
者
用
部
分
を
設
け
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
分

散
し
て
い
な
い
も
の
と
み
な
す
。 

得
た
数
（
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
を
切
り
上
げ
た
数
） 

⑵ 

車
椅
子
使
用
者
用
部
分
の
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。 

ア
か
ら
エ
ま
で 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

  
 

（
新
設
） 

    （
新
設
） 

           



 

㈡ 

（
現
行
の
と
お
り
） 

十
二
か
ら
十
七

ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

備
考 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
表
第
六
か
ら
別
表
第
十
二
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
一
号
様
式 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
二
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
記
第
二
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で 

（
現
行
の
と
お
り
） 

別
記
第
五
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
記
第
六
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で 
（
現
行
の
と
お
り
） 

㈡ 

（
略
） 

十
二
か
ら
十
七

ま
で 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
六
か
ら
別
表
第
十
二
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
一
号
様
式 

（
略
） 

別
記
第
二
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
記
第
二
号
の
二
様
式
か
ら
第
四
号
様
式
ま
で 

（
略
） 

別
記
第
五
号
様
式 

（
別
紙
の
と
お
り
） 

別
記
第
六
号
様
式
か
ら
第
十
五
号
様
式
ま
で 

（
略
） 

 
 


